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第1章  業務概要 

1. 業務の背景と目的 

文化芸術における DX の推進を背景とし、著作物の利用円滑化と権利者への適切な対価還元機会の増加を図る

ため、簡素で一元的な権利処理方策の実現が求められている。 

その一環として、権利者から利用許諾を得るための探索作業の効率化や、令和５年に成立した著作権法の一

部を改正する法律により創設された未管理著作物裁定制度のプロセス短縮等のため、分野を横断して著作物の

権利関連情報を検索できる「分野横断権利情報検索システム」（以下、「本システム」）の構築が計画されてお

り、令和８年に運用開始を行うスケジュールで検討されてきた。 

本事業では、上述の未管理著作物裁定制度の内容も踏まえつつ、著作物の利用の円滑化と権利者への適切な対

価還元機会の増加を図る簡素で一元的な権利処理方策の実現に資する本システムに係る調査研究を実施し、シス

テム企画及びその構築に向けて要件定義を行った。 

 

2. 業務期間 

業務は令和６年７月４日から令和７年３月２５日まで実施した。 

 

3. 業務内容 

（1） 本事業の実施内容 

 本事業においては、昨年度実施した文化庁委託事業「「令和５年度期分分野横断権利情報検索システムに関する

調査研究」「（以下、「令和５年度事業」）の調査結果を踏まえつつ、想定利用者ニーズや現行の権利者探索の状況及

びシステム構築がなされた期に考えられ得る変化とシステム構築に係るコストのバランスを考慮に入れ、システ

ムの構築に向け、システム企画及び要件定義の検討を行った。これに伴い(2)～(5)の業務を実施し、最終的に本

報告書にまとめた。 

 

（2） システム企画 

令和５年度事業の調査結果に基づき、想定利用者ニーズや現在の権利者探索の状況及びシステム構築がなされ

た期に考えられ得る変化と、システム構築に係るコストのバランスを考慮に入れシステム企画を実施した。 

 

（3） 要件定義の実施 

システム企画や関係者協議会の内容を踏まえて、「デジタル・ガバメント推進標準ガイドライン」を準拠し

て実施し、情報セキュリテイ要件については「政府機関等のサイバーセキュリティ対策のための統一基準群」

の基準を参照し要件定義を適宜検討し進めた。作成した画面イメージについては、第２回関係者協議会で委員

の方から意見をいただき検討を行った。 
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（4） 関係者協議会の開催 

システム企画・要件定義の検討などに当たり、意見集約・情報収集を行うため、関係者協議会を設置・運営し

た。会議は全２回実施した。 

 

図表 1 関係者協議会委員名簿（敬称略） 

KTS法律事務所 弁護士 末吉 亙 

一般社団法人日本レコ―ド協会顧問 

一般社団法人音楽情報プラットフォーム協議会代表理事 

畑 陽一郎 

公益社団法人著作権情報センター附属著作権研究所専任研究員 横山 眞司 

一般社団法人日本出版インフラセンター出版情報登録センター 

知的財産部会部会長 

洪 性釿 

一般社団法人日本美術著作権連合 副理事長 

 

藤﨑 知子 

一般社団法人日本写真著作権協会常務理事 棚井 文雄 

公益社団法人日本文藝家協会 事務局長 平井 彰司 

株式会社ドワンゴ シニアアドバイザー 甲斐 顕一 

日本放送協会 コンテンツ戦略局 企画管理センター 特別主幹 広石 美帆子 

一般社団法人授業目的公衆送信補償金等管理協会 理事・事務局長 野方 英樹 

骨董通り法律事務所 弁護士 福井 健策 
 

 

図表 ２ 事務局名簿（敬称略） 

文化庁 著作権課 著作物推進室 渡邉（～9月）、八田

（10月～）、内村、 

五十嵐 

ウルシステムズ株式会社 柳田、廣瀬、安陪 
 

 

（5） 関係団体等説明会の開催 

 本システムの構築に際し、著作権等管理事業者をはじめとする関係団体等へ、本システムに掲載する団体情報

の提供等の依頼が来年度発生するため、事業背景や目的・システム概要についての説明会を全２回実施した。説

明会期、システム連携に関するアンケートを実施した。 
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第2章  システム企画 

本章では令和５年度事業の調査結果に基づき、想定利用者ニーズや現行の権利者探索の状況及びシステム構

築がなされた期に考えられ得る変化と、システム構築に係るコストのバランスを考慮したシステム企画につい

て整理をした。 

 

1. 令和５年度事業の報告概要 

本事業は令和５年度事業の内容を踏まえたものであるため、まずその内容を概観する。 

 

図表 3 令和５年度事業報告概要 

 
 

2. システム構築における課題と対応方針 

令和５年度事業から、本システム構築における課題を抽出し、それらについての対応方針を検討した。 

 

図表 4 課題と対応方針 
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第3章  要件定義の実施 

1. システムの概要 

本システムの概要について、関係者協議会での検討を経て、以下のように取りまとめた。 

 

図表 5 分野横断権利情報検索システムの概要 

 

 

2. 画面遷移 

本システムにおける画面遷移を以下に示す。 

 

図表 6 画面遷移図 
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3. 画面イメージ 

画面遷移で示した画面のイメージは以下の通りとなっている。なお、デザインはあくまでも本事業終了時点の

デザインイメージであり、今期のシステム構築の段階で可変であることは留意されたい。 

 

（1） TOP画面 

図表 7 TOP 画面 

 

 

（2） 団体検索画面 

図表 8 団体検索画面 
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（3） 制度説明画面 

図表 9 制度説明画面 

 

 

（4） アンケート画面 

図表 10 アンケート画面 

 

「「「「 
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（5） お知らせ画面 

図表 11 お知らせ画面 

 

 

（6） 問合せ画面 

図表 12 問合せ画面 
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4. 要求の統括 

（1） 業務要件 

業務要件の定義を行った。主な内容は以下の通りである。 

 

図表 13 業務要件 

要求事項 内容 

業

務

要

件 

業務の範囲 本システムは、著作物等の利用許諾のための権利者探索作業において、利用場面や著作物等

のカテゴリーを指定し関係団体やデータベースを特定し、検索するシステムである。本システ

ムに関する業務の範囲については、以下の表に示す。 

 

入出力情報

及び取扱量 

サービス運用開始期１年間程度の入出力情報及び取扱量に関する現段階における見通しを下

表に示す。なお、本システム並びに関連するシステムの利用範囲の拡大に伴い、データの範囲

と種類、容量が拡大する可能性もあることをあらかじめ留意すること。 
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規模  本システムで実現する業務で想定される規模について、以下に示す。なお、本システムで実

現する業務は、令和 8 年度以降に新しく開始される予定であるため、以下の内容についても、

過去の業務実績等に基づく値ではなく、本調達時点の想定に基づく値である点に留意するこ

と。 

 

時間・時期  本サービスに係る業務実施時分・分間は、原則として開庁日（土日及び祝日、年末年始を除

く）とする。本サービスに係る業務における繁忙分は想定されない。 

・サービス提供時間 ：24 時間 365 日 

・ヘルプデスク業務 ：下表のとおり 

 

 

 

 

（2） 機能要件 

機能要件定義を実施した。主な内容は以下の通り。 

 

図表 14 機能要件 

機能分類 機能名 詳細 

団体検索機能 表示 団体マスタ登録の内容を表形式で表示 

絞り込み 著作物等のカテゴリー・サブカテゴリー・利用場面等といったキーワ

ードで団体情報の絞り込みができる. 

絞り込み時にはその操作ログを取得する 

団体サイトリンク URL リンクを表示し団体サイトへリンクさせる 

ログ取集 操作ログ収集 団体検索実施時の操作ログを取得 

インストラクション 表示 著作物等のカテゴリー・サブカテゴリー・利用場面等に応じたインス

トラクション表示機能 
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問合せ機能 問合せ 利用者が問合せ入力期に、運用保守事業者にメールで通知がある 

FAQ FAQ 表 PDF データ等を参照する 

アンケート機能 アンケート Microsoftforms 等に遷移させる機能。アンケート自体は

Microsoftforms で実施することを想定。 

回答へのアラート 利用者にアンケート回答を促すアラート機能 

お知らせ表示機能 表示 TOP 画面でお知らせを表示する 

 

（3） 非機能要件 

非機能要件定義を実施した。主な内容は以下の通りである 

 

図表 15 非機能要件 

要求事項 内容 

非

機

能

要

件 

構築環境に

ついて 

本番環境と検証環境を準備する。検証環境は検証用途に最低限必要な要素を踏まえ、縮退し

た構成とし、性能、信頼性については本番環境と同等にする必要はない。 

対象モバイ

ル/対象ブ

ラウザにつ

いて 

本システムの運用開始時点で動作保証の対象とする PC・スマートフォン・OS・ブラウザの

考え方について、以下に示す。 
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第4章  関係者協議会の開催 

1. 第１回関係者協議会の開催 

（1） 関係者協議会の構成と論点 

第１回関係者協議会は８月２８日「（））１３：００～１５：００にオンラインとオフラインのハイブリット

の会議形式で実施した。事業概要と第２章のシステム企画の説明を行い、これらを論点として意見交換を実施し

た。 

 

図表 16 第１回関係者協議会の議事次第 

1.開会の挨拶 

2.参加者紹介 

3.「令和６年度分野横断権利情報検索システム」に関する事業説明（前半）」 

4.「令和６年度個人クリエイター等の権利情報を登録する仕組みに関する調査研究」の概要

説明 

5.「令和６年度分野横断権利情報検索システム」に関する事業説明」（後半） 

6.質疑、意見交換 

7.今後の流れについて 

8.その他 

 

（2） 関係者協議会の主な意見 

分野横断権利情報検索システムの企画について、令和５年度の調査結果からの課題とそれについての対応方

針について議論し、構築当初のシステム企画の内容について確認した。また、各分野の権利情報のデータベース

化・集約化についての引き続きの検討の必要性や、個人クリエイターの権利情報の集約化事業と本事業の関係性

についての確認、英語等システムの多言語化についても委員から意見が述べられた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 

 

2. 第２回関係者協議会の開催 

（1） 関係者協議会の構成と論点 

第２回関係者協議会は１２月１６日「（月）１５：００～１６：３０にオンラインとオフラインのハイブリット

の会議形式で実施した。要件定義からの画面イメージや第１回関係団体等説明会におけるアンケート結果の説明

を行い、これらを論点として意見交換を実施した。 

 

図表 17 第 2 回関係者協議会の議事次第 

1. 開会の挨拶 

2. 関係団体への説明結果の共有 

3. 要件定義の内容 

4. 質疑、意見交換 

5. 文化庁より 

6. 閉会の挨拶 

 

 

（2） 関係者協議会の主な意見 

分野横断権利情報検索システムのシステム画面イメージから実際の利用を想定した際の質問・意見が多く

みられた。本システムでの利用場面や分野による絞り込みについて、利用者目線での検討事項や、権利情報デ

ータベースを保有していない団体との連携等について意見交換を実施した。また、第１回関係団体等説明会の

アンケート結果について共有し、著作権等管理事業者のうちアンケート未回答の団体への対応や、それ以外の

関係団体への説明の継続を確認した。 

 

  



13 

 

第5章 関係団体説明会の開催 

1. 第１回関係団体等説明会 

（1） 第１回関係団体等説明会の趣旨と論点 

第１回関係団体等説明会は１０月３０日（））、１０月３１日(木)の２日間、オンラインの会議形式で実施

した。本システムの概要や画面イメージ、各団体に協力いただきたい点の説明を行うとともに、未管理著作物

裁定制度の概要説明を行い、その期アンケートを実施した。 

 

図表 18 第 1 回関係団体等説明会の議事次第 

1. 簡素で一元的な権利処理方策と分野横断権利情報検索システムについて 

2. 未管理著作物裁定制度について 

3. 分野横断権利情報検索システムに関し、団体の皆様へのお願い事項 

4. 質疑応答 

 

（2） アンケート結果 

説明会期アンケートを実施した。アンケート目的は以下の通り。 

①：システム利用者数の概算規模算出のための各団体への現状確認 

②：著作権等管理事業者以外の本システムへの登録意思の確認 

目的②の結果について、分野横断権利情報検索システムへ登録したくない、わからないという団体について

は「権利者情報のデータベースを持っていない」、「集中管理団体でないため」という回答であった。著作権等

管理事業者のみが登録対象だと誤解されている可能性があるため、次回説明会でも改めて説明する方針とした。 

 

2. 第２回関係団体等説明会 

（1） 第2回関係団体等説明会の趣旨と論点 

第２回関係団体等説明会は２０２５年２月２０日(木)にオンラインの会議形式で実施した。第２回関係者

協議会からの画面イメージの変更点や第１回の関係団体等説明会期のアンケート結果より、未管理著作物裁定

制度及び本システムへの理解がを深められるよう、それらの説明を行い、その期アンケートを実施した。 

 

図表 19 第 2 回関係団体等説明会の議事次第 

1. 未管理著作物裁定制度について 

2. 簡素で一元的な権利処理方策と分野横断権利情報検索システムについて 

3. 分野横断権利情報検索システムに関し、団体の皆様へのお願い事項 

4. 質疑応答 
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（2） アンケート結果 

説明会期、以下２点の収集目的でアンケートを実施した。 

①：分野横断権利情報検索システムからの権利情報等の参照先としての登録意思の確認 

②：関係団体等の権利情報保有等状況確認 

アンケート結果は以下の通り。 

 

図表 20 目的①のアンケート結果 

 

 

図表 21 目的②のアンケート結果 
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第6章  おわりに 

 令和４年度に検討された「分野横断権利情報データベースに関する研究会」報告書において、分野ごとのデ

ータベースの存在を前提とし、それらと連携することにより情報検索が可能となる（メタ検索を行う）システ

ムの在り方が提案された。しかし、その期の令和５年事業及び本事業におけるシステム企画によって、システ

ムの構築コスト、各団体との連携コスト、各分野の権利情報集約化状況等の各種課題が明らかになり、令和８

年度運用開始期、継続的にユーザーの意見等を収集し、システムの改善に反映させる余地を残す方向性とし、

本システムの各種要件定義を実施した。本システムが構築され、活用されることが本事業の大目的の一つであ

る、著作物の利用の円滑化と権利者への適切な対価還元機会の増加につながると考える。 

 本事業において取りまとめた要件定義書を基に、今期システムの構築が行われることとなる。但し、その具

体的な開発・実現に向けては、連携する関係団体との調整が必要である。継続してこれらの団体の協力を仰ぎ

ながら、本システムの構築作業が進むことを分待する。また、今回の要件定義とそれに基づくシステム構築

は、令和８年度春頃の未管理著作物裁定制度の施行に向けた環境整備の一つであり、本事業を通じて、システ

ムの構築に向けて一定程度具体化を図ることができた。今期ともシステム構築に向けて取り組みを進めるとと

もに本システムの発足期には、利用者アンケートや操作ログ等の情報を蓄積し、分析を行うことで、本システ

ムの改善や機能拡張を検討することが望まれる。制度開始までの時間的制約がある中、関係者協議会の委員の

方々、また関係団体の皆様のご協力により本事業を完遂できたことについて、この場を借りて改めて御礼申し

上げたい。 


